浜松コンベンション開催助成金（国際会議）交付要綱

（趣旨）
第１条　　この要綱は、浜松地域におけるコンベンションの誘致促進を図り、もって地域経済の活性化並びに文化の向上に資するため、浜松市において開催されるコンベンションの主催者（以下「主催者」という。）に対し、予算の範囲内で交付する助成金について、必要な事項を定める。
（助成の対象）
第２条　　助成の対象は、浜松市内を主会場として開催されるコンベンションで、次の各号のすべての条件を満たすものとする。
（１）　参加国が日本を含む３箇国以上のもの
（２）　開催期間が、連続して３日以上のもの
（３）　経済・産業・学術・文化の振興に寄与するもの
（４）　営利を主たる目的としないもの
（５）　政治的又は宗教的活動を主たる目的としないもの
（６）　浜松市から補助金等による助成を受けていないもの
第３条　　助成金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
（１）　　国際会議助成金
（２）　　アトラクション助成金
（３）　　シャトルバス助成金
（助成金の額）
第４条　　国際会議助成金の額は、別表①に定めるところによる。
いずれも対象経費の20％以内とし、可能な限り、市内事業者・賛助会員を利用すること。
国際会議助成金の対象経費は、別表②に定めるところによる。
※対象経費はすべて領収書により、証明可能なものとする。
※本助成金は、当該年度の予算の範囲内で交付する。
※申請が多数となり、申請総額が予算額を上回る場合には、交付額を調整することがある。
２　　アトラクション助成金の額は、浜松地域の伝統芸能又は芸術文化団体を中心に、浜松市を拠点として、活動実績のある団体に支払う額の2分の1に相当する額とし、その総額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。
３　　シャトルバス助成金の額は、市内バス会社を利用し、バス借上げ費用で事業者に支払う額の2分の1に相当する額として、20万円を上限とした実費の額とする。ただし、企画料・ガイド料等は含まれない。
（助成金の交付申請）
第５条　　助成金の交付を受けようとする主催者は、開催の前年度の７月末日までに、浜松コンベンション開催助成金（国際会議）交付申請書（様式第１号）により公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー理事長（以下「理事長」という。）に申請しなければならない。
２　　主催者は、前項の申請をするときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
[bookmark: _Hlk218710646]（１）　　収支予算書（様式第2号）
（２）　　アトラクション助成金交付申請書（様式第3号）
（３）　　シャトルバス助成金交付申請書（様式第4号）
（４）　　シャトルバス運行計画書・行程表・見積書
（５）　　コンベンション開催計画書（補助資料）
（６）　　その他参考資料（過去開催プログラム、過去案内資料等）
（審査会への付議）
第６条　　理事長は、前条の申請があったときは、その内容を確認し、第２条の条件を満たしたものについて次条に定めるコンベンション開催助成金審査会（以下「審査会」という。）に付議するものとする。
２　理事長は、第１条に定める本助成金の趣旨に照らし、助成の適否について審査を行うものとする。
（審査会の設置）
第７条　　理事長は、助成金の適正な交付を期するため、審査会を設置する。
２　　審査会は、原則として年1回開催し、第5条に係る申請を審査する。
３　　審査会の構成は次のとおりとし、理事長が委嘱又は任命する。
（１）　　浜松市産業部観光シティプロモーション課長
（２）　　浜松商工会議所地域振興部長
（３）　　（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー賛助会員の中から理事長が指命する者 
（４）　　（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー事業部長
４　　審査会は、事業部長が招集し、その議長となる。
５　　審査会は、過半数の出席をもって成立する。
６　　審査会の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
（助成の決定及び通知）
第８条　　理事長は、審査会における審査結果に基づき助成金の交付について決定し、主催者に通知するものとする。
２　　主催者は、コンベンションの中止又は主催者の都合により助成金の交付を辞退する場合には、速やかに中止・辞退届（様式第12号）を理事長あてに提出しなければならない。
（変更届）
第９条　　主催者は、助成金の額の算定の基礎となる参加者の数に著しい増減が生じた場合は、速やかに理事長に変更届（様式第11号）を提出しなければならない。
（実績報告）
第10条　　主催者は、当該助成金の対象となるコンベンションの終了後、開催月の翌月末日までに、浜松コンベンション開催助成金実施報告書（様式第5号）次に掲げる書類を添えて、理事長に報告しなければならない。
[bookmark: _Hlk218710696]（１）　　収支決算書（様式第6号）
（２）　　対象経費支出を証明する領収書コピー
（３）　　参加者名簿（様式第7号）
（４）　　アトラクション実施報告書（様式第8号）・領収書コピー
[bookmark: _Hlk218772018][bookmark: _Hlk218709234]（５）　　シャトルバス実施報告書（様式第9号）・領収書コピー
（６）　　シャトルバス実施行程表
（７）　　請求書（様式第10号）
[bookmark: _Hlk218772336]（８）　　その他参考資料（開催プログラム、当日案内資料等）
（助成金の交付確定）
第11条　　理事長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を確認し、交付すべき助成金の額を確定し、主催者に通知するものとする。
（助成金の確定）
第12条　　理事長は、主催者からの請求に基づいて、助成金を交付するものとする。
（助成金の取消）
第13条　　理事長は、主催者が交付申請内容に違反したときは、当該助成金の全部又は一部を取り消すことができることとし、既に助成金が交付されているときは、　期限を定めて返還させるものとする。
（助成金の選択）
第14条　　本助成金は、「浜松コンベンション開催助成金（国内）」又は「浜松コンベンション開催助成金（国際会議）」のいずれか一方のみ申請できるものとする。
同一のコンベンションについて、両助成金を同時に申請し、又は併せて交付を受けることはできない。
（その他）
第15条　　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

※提出いただいた個人情報は、助成金対象事業の実績確認の為に使用し、それ以外の目的には使用いたしません。

附　則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附　則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附　則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附　則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附　則
この要綱は、平成20年4月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附　則
この要綱は、公益財団法人移行の登記(平成24年4月1日)を停止条件として施行する。
附　則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附　則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附　則
この要綱は、平成30年4月１日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
但し、平成32年4月1日以降に開催されるコンベンションに適用する。
　　　附　則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
　附　則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
但し、令和6年4月1日以降に開催されるコンベンションに適用する。
　附　則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
附　則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
附　則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

































別表①
	会議参加者数
	助成金限度額

	会議参加者が50人以上、うち海外参加者が10人以上
	500,000円

	会議参加者が100人以上、うち海外参加者が20人以上
	1,000,000円

	会議参加者が300人以上、うち海外参加者が40人以上
	1,500,000円

	会議参加者が500人以上、うち海外参加者が80人以上
	2,000,000円

	会議参加者が700人以上、うち海外参加者が200人以上
	4,000,000円

	会議参加者が900人以上、うち海外参加者が300人以上
	6,000,000円

	会議参加者が1,100人以上、うち海外参加者が400人以上
	8,000,000円

	会議参加者が1,300人以上、うち海外参加者が500人以上
	10,000,000円


※海外参加者とはコンベンションのために海外から参加する日本国籍以外の現地参加者のこと。
※本助成金は、当該年度の予算の範囲内で交付する。
申請が多数となり、申請総額が予算額を上回る場合には、交付額を調整することがある。　　　

[bookmark: _Hlk218711152]　別表②
	経費区分
	内　　　容

	会場費
	施設使用料、懇親会会場費

	宿泊費
	宿泊費

	会議運営委託費
	会議運営業務費、広告活動費

	会場設営委託費
	会場設営業務費、ライブ配信運用費、音響・映像オペレーション費、機材搬入出費、解体撤去費

	請求・精算業務委託費
	会計管理業務費、助成金管理費、会計監査費

	事務用品・消耗品費
	事務用品・消耗品費等の諸経費

	備品・機材関連費
	備品・機材関連費

	印刷製本費
	案内状・招待状作成費、プログラム・要旨集作成費、ポスター・チラシ・看板作成費

	映像・記録費
	映像・写真撮影費、編集費

	謝金
	翻訳・通訳者・講師費

	システム・IT関連費
	参加登録システム利用料

	通信・連絡費
	電話料金、インターネット通信料

	[bookmark: _Hlk210795364]危機管理・保安関連費
	警備員手配費、医療スタッフ手配費、託児所手配費

	その他雑費
	その他対象経費と考えられるもの


　　（飲食費、土産品、市外交通費は除く）
